
平
成
九
年
法
律
第
七
十
三
号

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
平
成
九
年
度
に
お
い
て
緊
急
に
講
ず
べ

き
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
（
以
下
「
事
業
団
」
と
い
う
。
）
の
処
理
す
べ
き
債
務
が
累

増
し
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
事
業
団
の
債
務
の
累
増
の
防
止
に
資
す
る
た
め
に
平
成
九
年
度
に
お
い
て
緊
急

に
講
ず
べ
き
措
置
と
し
て
、
政
府
に
よ
る
事
業
団
の
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
債
券
に
係
る
債
務
の
承
継
そ
の

他
事
業
団
の
債
務
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
一
般
会
計
に
よ
る
債
務
の
承
継
等
）

第
二
条
　
政
府
は
、
平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
、
額
面
金
額
の
合
計
額
が
三
兆
三
十
五
億
円
に
相
当
す
る

政
令
で
定
め
る
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
債
券
に
係
る
事
業
団
の
債
務
（
同
日
前
に
支
払
期
が
到
来
し
た
利
息

に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
特
定
債
務
」
と
い
う
。
）
を
、
一
般
会
計
に
お
い
て
承
継
す
る
。

２
　
政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
債
務
を
一
般
会
計
に
お
い
て
承
継
し
た
と
き
は
、
そ
の
時
に
お
い
て
、
事

業
団
に
対
し
、
特
定
債
務
の
額
に
相
当
す
る
額
の
長
期
の
資
金
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
た
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
償
還
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
国
債
に
関
す
る
法
律
及
び
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
法
の
適
用
等
）

第
三
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
承
継
し
た
特
定
債
務
に
係
る
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
債
券
（
以

下
「
特
定
債
券
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
国
債
に
関
す
る
法
律
（
明
治
三
十
九
年
法
律
第
三
十
四
号
。
第
六

条
及
び
第
八
条
を
除
く
。
）
そ
の
他
の
法
令
中
国
債
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。

（
無
利
子
貸
付
金
の
償
還
条
件
の
変
更
）

第
四
条
　
政
府
は
、
日
本
国
有
鉄
道
の
経
営
す
る
事
業
の
運
営
の
改
善
の
た
め
に
昭
和
六
十
一
年
度
に
お
い
て
緊
急

に
講
ず
べ
き
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
貸

付
金
に
係
る
債
務
そ
の
他
政
府
が
無
利
子
で
貸
し
付
け
た
長
期
の
資
金
に
係
る
事
業
団
の
債
務
の
う
ち
政
令
で
定

め
る
も
の
に
つ
い
て
、
据
置
期
間
を
一
年
以
内
の
期
間
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
府
に
よ
る
特
定
債
務
の
承
継
の
際
現
に
社
債
等
登
録
法
（
昭
和
十
七
年
法
律

第
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
特
定
債
券
に
つ
い
て
は
、
当
該
承
継
の
時
に
、
当
該
登
録
に
係

る
登
録
機
関
は
、
当
該
登
録
の
抹
消
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
登
録
を
受
け
て
い
る
事
項
を
日
本
銀
行
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

３
　
日
本
銀
行
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
事
項
の
登
録
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
は
、
国
債
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
登
録
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
〇
月
一
九
日
法
律
第
一
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。
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